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指定行政機関の国民保護計画について

平成17年10月28日の閣議において、28の指定行政機関すべての国民保護

計画（19計画）に係る内閣総理大臣協議について、異議ない旨決定。

・国民保護法第３３条において、指定行政機関（事態対処法施行令第１条

に定める指定行政機関）の長は、国の基本指針に基づき国民保護計画を

、 、 、作成しなければならないこととされているが その際には あらかじめ

内閣総理大臣と協議しなければならないこととされている。

・平成１７年１０月２８日の閣議において、２８の指定行政機関すべての

国民保護計画（１９計画）に係る内閣総理大臣協議について 「これらの、

。計画について、異議はない」旨を閣議決定

・各指定行政機関の国民保護計画のポイントは別添のとおり。

（参考）指定行政機関…武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民

の安全の確保に関する法律施行令（平成 年政令第 号）第１条に定める機関15 252
、 、 、 、 、 、 、 、内閣府 国家公安委員会 警察庁 防衛庁 防衛施設庁 金融庁 総務省 消防庁

、 、 、 、 、 、 、 、法務省 公安調査庁 外務省 財務省 国税庁 文部科学省 文化庁 厚生労働省

農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、

原子力安全・保安院、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省
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（参考）

○都道府県の国民保護計画の作成状況

・福井県、鳥取県の国民保護計画に係る閣議決定ついては、平成１７

年７月２２日に実施済。

・その他４５の都道府県については、平成１７年度中に作成を終える

よう各都道府県が取り組んでいる。

・都道府県の国民保護計画の作成についても、内閣総理大臣との協議

、 。を行うこととされているが 当該協議についても閣議決定を行う予定

○指定公共機関の国民保護業務計画の作成状況

・平成１７年度中の作成を目指して、各指定公共機関が作成に取り組

んでいる。

・指定公共機関の国民保護業務計画については、作成後、内閣総理大

臣へ報告を行うこととされている。
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指指定定行行政政機機関関のの国国民民保保護護計計画画ののポポイインントト  

 

○ 指定行政機関の長が、国民保護法第33条の規定に基づき、その所掌事務に関し、

当該指定行政機関が実施する国民保護措置の内容、実施方法等について定めるもの。 

 

 

 

○国民保護措置の実施体制の整備その他基本的な事項について記述 

・ 平素から連絡会議の設置等により、連絡体制・参集体制等を整備 

・ 職員の研修・訓練の実施 

・ 武力攻撃事態等において、指定行政機関の長を本部長とする「省国民保護対策本部」

等を設置 

・ 警報及び避難措置の指示を所管の指定公共機関等の関係機関に通知・伝達 

・ 被災情報の収集及び政府対策本部への報告 

 

 

 

○ 住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処、国民生活の安定等に関し

て、それぞれの国民保護措置の内容等を記述 

 
①内閣府 

・ 関係省庁と連携し、生活関連物資等の価格・供給の安定のための措置を実施 
・ 武力攻撃原子力災害が発生した場合、原子力安全委員会は政府対策本部長に対し技

術的な助言を行う 
②国家公安委員会・警察庁 

・ 被災者の捜索・救出活動、救護班の緊急輸送及び傷病者の搬送への協力等を実施 
・ 生活関連等施設の安全確保のため、立入制限区域の指定等を実施 
・ NBC攻撃災害に際し、避難誘導、汚染範囲の特定、警戒区域の設定等を実施 
・ 避難住民及び緊急物資の運送の経路を確保するため、交通規制等を実施 
③防衛庁・防衛施設庁 

・ 避難住民の誘導や、運送力不足時等におけるその運送を実施 
・ 在日米軍施設等の所在地域における住民の避難のための通行に係る調整等を実施 
・ 捜索・救助、応急医療の提供等の人命救助を実施 
・ 専門部隊の派遣等による人命救助や除染等NBC攻撃災害への対処を実施 
 

 

各機関共通的記載事項 

各機関の主な国民保護措置 

別添 
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④金融庁 

・ 民間金融機関・保険会社・証券会社・証券取引所等に対し、被災者顧客の便宜を考

慮した措置、売買・取引の支障を防止する措置等を要請 
⑤総務省 

・ 警報及び避難措置の指示について、指定公共機関（放送事業者）等へ通知 
・ 通信機器の貸与等の関係機関における通信手段の確保や非常通信の取扱要請等、武

力攻撃事態等における通信確保措置を実施 
・ 地方税に係る救済措置に関して関係地方公共団体へ助言 
⑥消防庁 

・ 地方公共団体や消防機関の国民保護の態勢整備の支援 
・ 警報の瞬時伝達など国と地方公共団体との間の密接な連絡調整を実施 
・ 事態認定前においても、「緊急事態連絡室」を設置し、初動体制を確保 
・ 緊急消防援助隊など消防の応援について都道府県知事・市町村長へ指示 
⑦法務省 

・ 被収容者の適正な収容、避難誘導及び救護、他の施設への移送等を実施 
・ 外国からの支援要員の入国手続きの迅速化など緊急事態に配慮 
⑧公安調査庁 

・ 関係省庁等と情報交換をしつつ、内外の諸動向等を調査し、政府対策本部の事務の

遂行に資する関連情報を速やかに提供 
⑨外務省 

・ 在外邦人等への警報等の伝達、情報提供に努める 
・ 国民保護措置と合衆国軍隊の活動に関し、対策本部及び関係省庁とともに、合衆国

政府と必要な連絡調整を実施 
⑩財務省・国税庁 

・ 地方公共団体の応急復旧への支出等に係る財政融資資金の短期貸付等を実施 
・ 国税の申告・納付等の期限の延長、納税の猶予及び国税の軽減免除等を実施 
⑪文部科学省・文化庁 

・ 避難先での学習機会の確保など児童生徒、学生の教育に支障なきよう適切に措置 
・ 武力攻撃原子力災害に際し、放射能影響予測、地方公共団体のモニタリングの支援、

防護活動に係る情報提供その他必要な措置を実施 
・ 重要文化財等の所有者等に対し所在の場所や管理方法の変更命令・支援等を実施 
⑫厚生労働省 

・ 救援に係る物資の供給、職員の派遣など都道府県知事に対する支援を実施 
・ 救護班の編成、生物剤・化学剤攻撃の際の支援等により医療を確保 

・ 生活用水が汚染された場合に、給水制限等の措置を水道事業者等に指示 
・ 離職者の再就職の促進、社会保険・労働保険に係る被災者支援措置等を実施 
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⑬農林水産省・林野庁・水産庁 

・ 備蓄物資の供給、関係団体への出荷要請など応急用食料の供給を実施 
・ 関係省庁と協力し、汚染食料品の出荷規制や飲食物の摂取制限等を関係機関に要請 
・ 食料等の価格高騰や供給不足が生じないよう、価格動向の調査・監視、備蓄物資の

活用 
⑭経済産業省・資源エネルギー庁・中小企業庁・原子力安全・保安院 

・ 救援に係る物資の供給、職員の派遣、関係団体への協力の要請等を実施 
・ 生活関連等施設（発変電所、ガス工作物等、危険物質等の取扱所）について、管理

者への指導・助言、取扱所の一時停止等の被害拡大防止策を実施 
・ 原子炉施設の使用停止など武力攻撃原子力災害の発生・拡大防止策を実施 
⑮国土交通省 

・ 地方公共団体等からの要請に応じ、避難住民の運送等について運送事業者である指

定公共機関との連絡調整等の支援を実施 
・ 離島等の避難に必要な航空機、船舶、飛行場施設、港湾施設の確保等の支援を実施 
・ 道路、港湾施設、空港施設、鉄道施設等の応急復旧について必要な措置を実施 
⑯国土地理院 

・ 被災情報・応急復旧の実施状況を収集するため、緊急測量調査等を実施 

・ 地域復旧の基本方針の検討等に資するため、基盤となる地理情報を提供 

⑰気象庁 

・ 気象情報、被災情報を政府対策本部、地方公共団体等に提供 

・ 武力攻撃原子力災害等に際し、モニタリングを実施・支援 

⑱海上保安庁 

・ 海上交通の安全確保、生活関連等施設周辺海域における警備強化、避難住民・救援

物資の海上運送経路での監視等を実施 

・ 捜索、救助・救急活動、運送力不足時等における避難住民・緊急物資の運送等を実

施、NBC攻撃災害に際しては、救助・救急活動等を実施 

⑲環境省 

・ 生活環境悪化を防止するため、廃棄物処理の特例地域を速やかに指定 

・ 大気環境中の放射線のモニタリング等を実施し、関係省庁等に対して情報提供 




